
㸯 ᡃࡀᅜࡢᨻᗓㄪ㐩࡟㛵ࡿࡍつᐃ

我が国の「国の機関」の政府調達手続については、ἲᚊでは「会ィἲ」（᫛࿴22年

ἲᚊ第35ྕ）、政௧では「ண算決算及び会ィ௧」（᫛࿴22年ສ௧第165ྕ）及び「ண算

決算及び会ィ௧⮫時特例」（᫛࿴21年ສ௧第55�ྕ）、┬௧では「ዎ約஦ົ取ᢅ規則」

（᫛࿴37年大ⶶ┬௧第52ྕ）が制定されている。（㈨ᩱⅠ㸫㸯）

さらに、㺀政府調達に関する協定」（以ୗ「協定」という。）�平成7年᮲約第23ྕ)、

「政府調達に関する協定をᨵ正する議定書」（平成26年᮲約第4ྕ）によってᨵ正され

た協定（以ୗ「ᨵ正協定」という。）ࡑの௚の国㝿約᮰が適用される調達（注1）のう

国（୰ኸ政府）の機関については、「国の≀品➼又は特定ᙺົの調達手続の特例、ࡕ

を定める政௧」（᫛࿴55年政௧第300ྕ）及び「国の≀品➼又は特定ᙺົの調達手続の

特例を定める┬௧」（᫛࿴55年大ⶶ┬௧第45ྕ）により、協定、ᨵ正協定ࡑの௚の国

㝿約᮰上の調達手続を国ෆἲ௧上☜ಖしている。

ຍえて、ྛ┬ᗇ➼においては、これらの規定に基࡙いた調達手続の⣽則を♧すዎ約

規則、㈨᱁ᑂᰝ規定な࡝が定められている。

�注1) 協定及びᨵ正協定の適用対象機関は、国（୰ኸ政府）の機関、ᆅ᪉政府の機関（ᆅ᪉公共ᅋయ）、

、国の機関以እについては、ࡕの௚の機関（特Ṧἲ人及び⊂立行政ἲ人➼）であるが、このうࡑ

とに定めているࡈ➼れᆅ᪉⮬἞ἲに基࡙く政௧➼、あるいは特Ṧἲ人または⊂立行政ἲ人ࡒれࡑ

ෆ規➼に協定と適合した規定を設け、協定の国ෆにおける実᪋を☜ಖしている。

我が国は、これら会ィἲ௧上の調達手続にຍえ、協定、ᨵ正協定ࡑの௚の国㝿約᮰

上の手続を上回るෆእ無差別・公正・透明な手続（注2）を⮬୺的措置として策定する

とともに、ࡑの着実な࢛ࣇローアࢵプにດめているとこࢁである。�㈨ᩱⅠ㸫㸰ཧ↷)

�注2) 例えࡤ、協定及びᨵ正協定では、ࡑの௚の機関（特Ṧἲ人及び⊂立行政ἲ人➼）による≀品・サ

ービス（公共工஦・ᘓ設サービス➼は㝖く。）の調達につき、13୓Ｓ㹂㹐以上の調達ዎ約が対象

となっているが、⮬୺的措置では、10୓Ｓ㹂㹐以上の調達ዎ約について、協定、ᨵ正協定ࡑの௚

の国㝿約᮰の規定に従うこととされている。また、協定及びᨵ正協定上、40日以上とされている

ᛂᮐᮇ間については、⮬୺的措置上、50日以上とされている。



㸰 ᨻᗓㄪ㐩࡟㛵ࡿࡍ⮬୺ⓗᥐ⨨ࡢ⤒⦋

我が国が策定している政府調達に関する⮬୺的措置の経緯についてはḟのとおり。

（㈨ᩱⅠ㸫㸱ཧ↷）

(�) 㺀ᕷሙࢭࢡ࢔スᨵၿࣙࢩࢡ࢔ࡢࡵࡓࡢン㺃࣒ࣛࢢࣟࣉ(㦵᱁)㺁ࡢẁ㝵

ａ 㺀対እ経῭対策㺁の決定

᫛࿴60（1��5）年4月�日、経῭対策㛶൉会議は、対እ経῭問題ㅎ問委員会の政策

ᥦゝを踏まえて、㺀対እ経῭対策」を決定した。この୰でᕷ場アクࢭスᨵၿのための

アクション・プログラムの策定・実᪋が決定され、ࡑの対象ᮇ間は原則として3年以

ෆとすること、同年7月୰に㦵᱁をస成すること➼の基本᪉㔪が定められた。

ｂ 㺀政府・୚ඪ対እ経῭対策推進本部㺁の設置

᫛࿴60年4月1�日、上グの「対እ経῭対策」を推進し、アクション・プログラムの

策定・実᪋を行い、また、ࡑの௚対እ経῭問題に関㐃する㔜せ஦㡯を推進するため、

政府・୚ඪ㤳⬻会議申合ࡏにより、政府・୚ඪ対እ経῭対策推進本部（本部㛗㸸ෆ

㛶⥲理大⮧。඲㛶൉及び୚ඪᖿ部を構成員とする。）が設置された。

ｃ 㺀ᕷ場アクࢭスᨵၿのためのアクション・プログラムの㦵᱁㺁の決定

᫛࿴60年7月30日、同推進本部は、「ᕷ場アクࢭスᨵၿのためのアクション・ プ

ログラムの㦵᱁」を決定した。

の⥲論においては、アクション・プログラムの┠ᶆは我が国のᕷ場が国㝿Ỉ準ࡑ

を上回る開ᨺᗘを達成することにあるとされており、同プログラムの実᪋において

は、同推進本部がᙉຊな࢛ࣇローアࢵプを行い、ࡑの実ຠ性を☜ಖすることとされ

た。

ྛ論は6分㔝（�D)関⛯、�E)㍺入制㝈、�F)基準・ㄆド、㍺入プロࢭス、�G)政府調

達、�H)㔠⼥・㈨本ᕷ場、�I)サービス・㍺入ಁ進➼）からなっており、政府調達は

。の1分㔝を構成していたࡑ

ｄ 㺀アクション㺃プログラム実行推進委員会」の設置

ｃにేࡏ、同日の同推進本部決定により、アクション・プログラム実行推進委員

会が設置された。



㹣 フ࢛ࣟーࣉࢵ࢔⥅⥆のỴ定

᫛࿴6�㸦1988）年8月�᪥の➨12ᅇ࢔クࣙࢩン・ࢢࣟࣉラ࣒実行推進ጤဨ఍におい

て、࢔クࣙࢩン・ࢢࣟࣉラ࣒によってྛศ㔝ࡈとに定めらࢀていたㅖᥐ⨨がࡰ࡯᏶

全に実施ࢀࡉたことを確認するとともに、基準・認ド、㍺ධࢭࣟࣉスཬࡧ政府調達

ศ㔝等に関してはᘬき⥆きフ࢛ࣟーࣉࢵ࢔を行うこととし、このため、当ศの㛫、

ྠጤဨ఍をᏑ⥆ࡏࡉることとした。

௨᮶、政府調達のศ㔝については、内外↓ᕪู・㏱᫂・公ṇかつ開ᨺⓗな➇தの

原則に基づく調達ᡭ⥆の確ಖをᅗるための✀ࠎの⮬主ⓗᥐ⨨をㅮじている。

㹤 㺀政府調達に関する⏦ྜࡏ㺁のỴ定

平成�㸦1991）年11月19᪥の➨16ᅇ࢔クࣙࢩン・ࢢࣟࣉラ࣒実行推進ጤဨ఍におい

て、ᡃが国のᕷሙ開ᨺດຊの一⎔として、対象となる≉定調達基準㢠のᘬୗࡆ㸦ᪧ

政府調達協定㸦᫛࿴��年᮲⣙➨1�ྕ）㸦௨ୗࠕᪧ協定ࠖという）ୖの⩏務である1�

୓㹑㹂㹐㸦平成28年�月1᪥から�0年�月�1᪥まで1�600୓෇）௨ୖを10୓㹑㹂㹐㸦ྠ1�

600୓෇）௨ୖ࡬ᘬୗࡆ）、኱ᆺ政府調達ண定᱌件の年度当ึにおࡅるᐁሗ公࿌、ධ

ᮐ公࿌㸦公♧）からⴠᮐまでのᮇ㛫のᘏ㛗㸦協定ཬࡧᨵṇ協定ୖの⩏務である�0᪥

㛫から原則�0᪥㛫࡬）、適用調達機関のᣑ኱等のᥐ⨨をᡃが国が⮬主ⓗに実施する

ことを内ᐜとするࠕ政府調達に関する⏦ྜࠖࡏを行い、平成�㸦1992）年�月1᪥から

こࢀらのᥐ⨨を施行することとした。

㹥 㺀࢔クࣙࢩン・ࢢࣟࣉラ࣒実行推進ጤဨ఍㺁を内閣にタ⨨

平成�㸦199�）年8月の政ᶒ୚ඪの஺௦にకい、ྠ月1�᪥の閣㆟Ỵ定により、ࢀࡑ

まで政府・୚ඪ対外⤒῭対策推進本㒊にタ⨨ࢀࡉていた࢔クࣙࢩン・ࢢࣟࣉラ࣒実

行推進ጤဨ఍の機⬟をᘬき⥅ࡄものとして、ྠྡの࢔クࣙࢩン・ࢢࣟࣉラ࣒実行推

進ጤဨ఍が、当ศの㛫、内閣にタ⨨ࢀࡉることとなった。

(2) 㺀ᨻᗓ調達に㛵する࢔クࣙࢩン・ࢢࣟࣉラ࣒㺁のẁ㝵

㹟 㺀政府調達に関する࢔クࣙࢩン㺃ࢢࣟࣉラ࣒㺁のỴ定

平成6㸦199�）年2月�᪥に開ദࢀࡉた➨20ᅇ࢔クࣙࢩン・ࢢࣟࣉラ࣒実行推進ጤဨ

఍において、政府調達のᡭ⥆のᢤ本ⓗᨵၿ等について、㏱᫂性㺂公ṇ性ཬࡧ➇த性を

より㧗めるᚲ要があるとの内外の要ㄳに基づき、調達ᡭ⥆のᢤ本ⓗᨵၿ、政府調達

᝟ሗの公表ᡭẁのᨵၿ、政府調達᝟ሗのᥦ౪ᨵၿ、ⱞ᝟ฎ⌮యไ・ᡭ⥆のᩚഛ等を

内ᐜとするࠕ政府調達に関する࢔クࣙࢩン・ࢢࣟࣉラ࣒ࠖがỴ定ࢀࡉた。



㹠 㺀≀ရにಀる政府調達ᡭ⥆について�㐠用指針�㺁のỴ定

平成6㸦199�）年�月28᪥、➨21ᅇ࢔クࣙࢩン・ࢢࣟࣉラ࣒実行推進ጤဨ఍におい

て、ࠕ政府調達に関する࢔クࣙࢩン・ࢢࣟࣉラ࣒ࠖに基づき、ᡃが国政府として、

政府調達におࡅる౪⤥⪅の฼౽のྥୖ、➇தຊのある内外の౪⤥⪅のᕷሙ参ධ機఍

のᣑ኱ཬࡧᡭ⥆の㏱᫂性のᚭᗏをᅗる࢞イࢻラインとして、ࠕ≀ရにಀる政府調達

ᡭ⥆について㸦㐠用指針）ࠖをỴ定した。

㹡 㺀政府調達�ࢧーࣅスศ㔝�に関する⏦ྜࡏ㺁のỴ定

平成�㸦199�）年12月11᪥、➨2�ᅇ࢔クࣙࢩン・ࢢࣟࣉラ࣒実行推進ጤဨ఍におい

て、ࠕ政府調達㸦ࢧーࣅスศ㔝）に関する⏦ྜࠖࡏをỴ定した。こࢀは、平成8㸦19

96）年1月1᪥、協定がⓎຠし、㹅㸿ＴＴのୗでのᪧ政府調達協定㸦᫛࿴�6年Ⓨຠ）

においては対象とࢀࡉていなかったࢧーࣅスศ㔝についても対象として㏣加ࢀࡉた

ことから、ࠕ≀ရにಀる政府調達ᡭ⥆について㸦㐠用指針）ࠖにおいて、ࡑの対象

⠊ᅖを᪂協定でᡃが国が࢜フ࢓ーしているࢧーࣅスศ㔝にまでᣑ኱したものである。

(3) 㺀ᨻᗓ調達ᡭ⥆に㛵する㐠⏝指針等にࡘいて㺁のẁ㝵

㹟 㺀政府調達ᡭ⥆に関する㐠用指針等について㺁⏦ྜࡏ

平成2�㸦2012）年12月�᪥の閣㆟Ỵ定による࢔クࣙࢩン・ࢢࣟࣉラ࣒実行推進ጤဨ

఍のᗫṆᚋも、ྠጤဨ఍のྛ✀Ỵ定は᭷ຠなものとして取り扱ࢀࢃてきたが、ＷＴ

Ｏ政府調達協定のᨵṇにకって、政府調達に関する⮬主ⓗᥐ⨨をᨵṇするᚲ要性が

⏕じたため、平成26㸦201�）年�月�1᪥、ྠጤဨ఍のྛ✀Ỵ定をᘬき⥅ࡄものとして、

関ಀ┬ᗇでࠕ政府調達ᡭ⥆に関する㐠用指針等についてࠖを⏦しྜࡏࢃた。

また、ྠ᪥、当ヱ⏦ྜࡏのࣞࣅューཬࡧフ࢛ࣟーࣉࢵ࢔を行うため、関ಀ┬ᗇ等

でࠕ政府調達の⮬主ⓗᥐ⨨に関する関ಀ┬ᗇ等఍㆟ࠖを開ദすることを⏦しྜࡏࢃ

た。㸦㈨ᩱϨ㸫㸲）



㸱 ಶูศ㔝ẖࡢ⮬୺ⓗᥐ⨨

特定分㔝の調達手続については、ෆእ無差別・透明・公正かつ開ᨺ的な競争原則

に基࡙く手続による調達をより一ᒙ推進するため、≀品一⯡に係る⮬୺的措置の௚、

ಶ別分㔝ẖの⮬୺的措置が定められてきた。ಶ別分㔝ẖの⮬୺的措置は、「政府調

達手続に関する㐠用ᣦ㔪➼について」（平成26年3月31日関係┬ᗇ申合ࡏ）において

定められている。（⮬୺的措置の対象となる機関については、㈨ᩱⅠ㸫㸳ཧ↷）

ಶ別分㔝ẖの⮬୺的措置一ぴ

「政府調達手続に関する㐠用ᣦ㔪➼について」（平成26年3月31日関係┬ᗇ申合ࡏ）

別⣬2㸸「スーパーコンピューター導入手続」

別⣬3㸸「非研究開発衛星の調達手続」

別⣬4㸸「日本の公共部門のコンピューター製品及びサービスの調達に関する措置」

別⣬5㸸「日本の公共部門における㟁Ẽ通ಙ機ჾ及びサービスの調達に関する措置」

別⣬6㸸「日本の公共部門における་⒪ᢏ⾡製品及びサービスの調達に関する措置」

(�) スーࣃーコンピューター

ａ 経緯

スーパーコンピューターの調達については、᫛࿴62年7月に開ദされた第10回アク

ション・プログラム実行推進委員会において決定された「スーパーコンピューター

導入手続」に基࡙き実᪋されていたが、米国政府が同手続実᪋ᚋも米国製スーパー

コンピューターの我が国政府機関࡬の⣡入実⦼がないことを問題どし、特に仕ᵝの

策定及び大ᖜ値引き័行のᨵၿをᣦ᦬したことをዎ機として、平成2年4月1�日に同

手続のᨵ正を第13回アクション・プログラム実行推進委員会において決定した（平

成2年5月1日から適用）。

ᨵ正ᚋの手続の対象機関は、ᨵ正協定の附属書Ⅰ日本国の௜表1及び3にᥖげる機関

（平成2�年6月14日⌧在���機関）である。また、ྛ┬ᗇは、スーパーコンピューター

を導入しようとするᡤ⟶の特Ṧἲ人に対し、本手続の㊃᪨に則った導入手続をとるよ

うᣦ導することとなっている。

ｂ 導入手続のෆᐜ

導入手続は、ྛ調達機関がࡑの導入┠的に最も合⮴したスーパーコンピューター

を導入できるよう定められたものであり、透明、公開かつ無差別な競争的手続を設

けている。また、⊂༨⚗Ṇἲが定める୙当ᗮ኎⚗Ṇに㐪反する入ᮐに基いてスーパ

ーコンピューターを調達することは、政府の政策に反する᪨規定している。



（注) スーパーコンピューターの範囲

本導入手続が適用されるコンピューターの範囲（スーパーコンピューターの演

算性能に関する基準値）は、当初「300ＭＦＬＯＰＳ以上」の理論的最高性能を

有するスーパーコンピューターとされていたが、平成7年4月1日以降「5ＧＦＬＯ

ＰＳ以上」、平成11年5月1日以降「50ＧＦＬＯＰＳ以上」、平成12年5月1日以降

「100ＧＦＬＯＰＳ以上」、平成17年5月1日以降は「1.5ＴＦＬＯＰＳ以上」、平

成26年4月16日以降は「50ＴＦＬＯＰＳ以上」に引き上げられている。

(2) 非研究開発衛星

「非研究開発衛星の調達手続」については、人工衛星の研究開発及び調達の問題に

係る米国政府との討議を踏まえ、平成2年6月14日の第14回アクション・プログラム実

行推進委員会において、非研究開発衛星を、公開、透明、かつ無差別な手続に従って

調達することを決定したものである。

日米衛星決着の合意文書は、ａ村田駐米大使とヒルズ通商代表（ともに当時）の間

の往復書簡、ｂ附属書Ⅰ（人工衛星の研究開発及び調達に関する政策及び手続）、ｃ

附属書Ⅱ（非研究開発衛星の調達手続）、ｄ附属書Ⅲ（日本の研究開発衛星の典型的

な例）、ｅ附属書Ⅳ（米国の研究開発衛星の典型的な例）から構成されており、潜在

的供給者が衛星調達手続の意図又は附属書Ⅱのいずれかの規定に反する形で調達が行

われたと判断する場合には、政府調達苦情検討委員会に苦情申し立てを行うことがで

きるとされている。

なお、日米衛星決着の特徴の一つとして、研究開発衛星の区分に係る対立について、

日米政府間で協議をする仕組みが設けられていることが挙げられるが（附属書ⅡのⅢ．

1.2）、かかる仕組みの存在は、苦情検討委員会による判断の及ぶ範囲を制約するも

のではなく、衛星の区分に係わる苦情についても、同委員会での検討の対象になると

考えられる。

(3) コンピューター製品及びサービス

ａ 経緯

公共部門におけるコンピューター製品及びコンピューターサービスの調達におい

て、無差別待遇、透明性及び公正でかつ開かれた競争という原則に立脚した取引機

会を拡大するために、平成4年1月20日の第17回アクション・プログラム実行推進委

員会において「日本の公共部門のコンピューター製品及びサービスの調達に関する

措置」が決定された。

本措置は、平成2年に、米国政府より、我が国の公共部門によるコンピューター調



達におࡅる外国〇ရの๭ྜがᜏᖖⓗにపく、Ẹ㛫ศ㔝におࡅる๭ྜとの㛫に஋㞳が

あることは、政府調達ᡭ⥆ୖのၥ㢟があるためと指᦬ࢀࡉたことをዎ機として策定

スの調達ᣑࣅーࢧࡧー〇ရཬࢱューࣆンࢥたものであり、➇தຊのある外国⣔ࢀࡉ

኱という┠ⓗをᣢちつつ実施ࢀࡉることとなった。

㹠 ᥐ⨨の内ᐜ

本ᥐ⨨の対象となる機関は、ᨵṇ協定の㝃ᒓ᭩Ϩ᪥本国の௜表1ཬࡧ௜表�にᥖࡆ

る機関に加࠼、独立行政法人Ᏹᐂ⯟✵◊✲開Ⓨ機ᵓ、ᰴᘧ఍♫ၟᕤ組ྜ中ኸ㔠ᗜ、

᪂関す国㝿✵ ᰴᘧ఍♫、᪥本㈈ᅋ、᪥本ᨺ㏦協఍ཬࡧ᪥本໅ປ⪅ఫᏯ協఍となっ

ており㸦平成29年6月1�᪥⌧ᅾ1�6機関）、こࢀらの機関による、基準㢠10୓㹑㹂㹐

㸦平成28年�月1᪥から�0年�月�1᪥まで1�600୓෇）௨ୖの全ての≉定調達ዎ⣙

㸦ࠕスーࣃーࢥンࣆューࢱーᑟධᡭ⥆ࠖの対象を㝖く。）が対象となっている。本

ᥐ⨨は、〇ရの調達については平成�年�月1᪥から、ࢧーࣅスの調達については平成

�年10月1᪥から㸦一㒊の機関については、平成�年�月1᪥までに適用対象となっ

た。）適用ࢀࡉている。

なお、本ᥐ⨨ୖ、評価᪉ᘧはಶࠎの調達機関の㑅ᢥによることとࢀࡉていたが、

平成6年�月29᪥のࠕ対外⤒῭ᨵ㠉要⥘ࠖにおいて、ࢥࠕンࣆューࢱー͐について、

平成6年度ᮎを┠㏵に⥲ྜ評価ⴠᮐ᪉ᘧを活用する㝿の評価基準をస成し、⥲ྜ評価

による調達をᑟධすることとする。ࠖとࢀࡉたことを㋃ま࠼、⥲ྜ評価ⴠᮐ᪉ᘧの

ᑟධにྥࡅて準ഛが進めらࢀた。

平成�年�月2�᪥の➨2�ᅇ࢔クࣙࢩン・ࢢࣟࣉラ࣒実行推進ጤဨ఍において、平成�

年�月1᪥௨㝆、80୓㹑㹂㹐㸦平成28年�月1᪥から�0年�月�1᪥まで1൨��000୓෇）を

㉸࠼る全ての調達に⥲ྜ評価ⴠᮐ᪉ᘧを適用することをỴ定するとともに、ྠ᪉ᘧ

ᑟධのため、調達機関の事務ฎ⌮ຠ⋡໬のための評価㡯┠等を含ࡴᡭᘬき᭩として、

平成�年�月28᪥にࠕ⥲ྜ評価ⴠᮐ᪉ᘧのᶆ準࢞イࠖࢻを関ಀ┬ᗇの⏦ྜࡏによりస

成・公表した。

(�) 㟁Ẽ㏻ಙཬࡧ་⒪ᢏ⾡分野

㹟 ⤒⦋

㟁Ẽ㏻ಙ機ჾཬࢧࡧーࣅスと་⒪ᢏ⾡〇ရཬࢧࡧーࣅスの政府調達については、

᪥⡿ໟᣓ⤒῭協㆟のඃඛศ㔝の一つとして協㆟が行ࢀࢃた。ࡑの協㆟の≧ἣをも㋃

ま࠼、政府は平成6年�月28᪥に開ദࢀࡉた➨21ᅇ࢔クࣙࢩン・ࢢࣟࣉラ࣒実行推進

ጤဨ఍において、㟁Ẽ㏻ಙཬࡧ་⒪ᢏ⾡ศ㔝の政府調達にಀるྛ⮬主ⓗᥐ⨨を策定

し、ྠᥐ⨨を含めたࠕ対外⤒῭ᨵ㠉要⥘ࠖが平成6年�月29᪥に閣㆟Ỵ定ࢀࡉた。



᪥⡿ໟᣓ⤒῭協㆟は、平成6年中に、㟁Ẽ㏻ಙཬࡧ་⒪ᢏ⾡ศ㔝の政府調達等のศ

㔝でỴ╔したが、政府はこの協㆟⤖ᯝを㋃ま࠼、ୖグ⮬主ⓗᥐ⨨を᫂確໬するほ点

から、平成6年10月�᪥の➨22ᅇ࢔クࣙࢩン・ࢢࣟࣉラ࣒実行推進ጤဨ఍において、

㟁Ẽ㏻ಙศ㔝ཬࡧ་⒪ᢏ⾡ศ㔝の政府調達に関するୖグᥐ⨨に関するྛ㐠用指針を

Ỵ定した。

㹠 㟁Ẽ㏻ಙཬࡧ་⒪ᢏ⾡ศ㔝のᥐ⨨の内ᐜ

�D� 㺀᪥本の公ඹ㒊㛛におࡅる㟁Ẽ㏻ಙ機ჾཬࢧࡧーࣅスの調達に関するᥐ⨨㺁ཬࡧ

㺀᪥本の公ඹ㒊㛛におࡅる་⒪ᢏ⾡〇ရཬࢧࡧーࣅスの調達に関するᥐ⨨㺁

平成6年�月28᪥の➨21ᅇ࢔クࣙࢩン・ࢢࣟࣉラ࣒実行推進ጤဨ఍において、内

外↓ᕪู、㏱᫂、公ṇ、➇தⓗかつ開ᨺⓗな政府調達ᡭ⥆を確ಖし、ᡃが国の公

ඹ㒊㛛におࡅる➇தຊある外国の㟁Ẽ㏻ಙ機ჾཬࢧࡧーࣅス、་⒪ᢏ⾡〇ရཬࡧ

、ることをពᅗしてࡏࡉ㈍኎を相当⛬度ቑ኱ࡧスཬࢭク࢔スに対するᕷሙࣅーࢧ

ࡧスの調達に関するᥐ⨨ࠖཬࣅーࢧࡧる㟁Ẽ㏻ಙ機ჾཬࡅ᪥本の公ඹ㒊㛛におࠕ

スの調達に関するᥐ⨨ࠖがྛࣅーࢧࡧる་⒪ᢏ⾡〇ရཬࡅ᪥本の公ඹ㒊㛛におࠕ

。ているࢀࡉ原則として平成6年度当ึண⟬にಀる調達より適用、ࢀࡉỴ定ࠎ

㟁Ẽ㏻ಙศ㔝のᥐ⨨は、ᥐ⨨の対象となる機関㸦ᨵṇ協定の㝃ᒓ᭩Ϩ᪥本国の

௜表1ཬࡧ௜表�にᥖࡆる機関から᪥本㟁ಙ㟁ヰᰴᘧ఍♫、ᮾ᪥本㟁ಙ㟁ヰᰴᘧ఍

♫ཬࡧす᪥本㟁ಙ㟁ヰᰴᘧ఍♫を㝖いたものであり、平成29年6月1�᪥⌧ᅾ1��機

関）による、10୓㹑㹂㹐㸦平成28年�月1᪥から�0年�月�1᪥まで1�600୓෇）௨ୖ

の全ての㟁Ẽ㏻ಙ機ჾཬࢧࡧーࣅスの≉定調達ዎ⣙に対して適用ࢀࡉる。

また、་⒪ᢏ⾡ศ㔝のᥐ⨨は対象となる機関㸦ᨵṇ協定の㝃ᒓ᭩Ϩ᪥本国の௜表

1ཬࡧ௜表�にᥖࡆる機関のうち10�機関㸦平成29年6月1�᪥⌧ᅾ�）による、10୓㹑

㹂㹐௨ୖの全ての་⒪ᢏ⾡〇ရཬࢧࡧーࣅスの≉定調達ዎ⣙に対して適用ࢀࡉる。

�E� 㺀ࠗ᪥本の公ඹ㒊㛛におࡅる㟁Ẽ㏻ಙ機ჾཬࢧࡧーࣅスの調達に関するᥐ⨨࠘に

関する㐠用指針㺁ཬࡧ㺀ࠗ᪥本の公ඹ㒊㛛におࡅる་⒪ᢏ⾡〇ရཬࢧࡧーࣅスの調

達に関するᥐ⨨࠘に関する㐠用指針㺁

ᡃが国政府は、平成6年�月௨㝆の⡿国政府との協㆟を㋃まࠕ、࠼ᥐ⨨ࠖを⿵㊊

し、᫂確໬するため、平成6年10月�᪥の➨22ᅇ࢔クࣙࢩン・ࢢࣟࣉラ࣒実行推進

ጤဨ఍において、ࠗࠕ᪥本の公ඹ㒊㛛におࡅる㟁Ẽ㏻ಙ機ჾཬࢧࡧーࣅスの調達

に関するᥐ⨨࠘に関する㐠用指針ࠖཬࠗࠕࡧ᪥本の公ඹ㒊㛛におࡅる་⒪ᢏ⾡〇

ရཬࢧࡧーࣅスの調達に関するᥐ⨨࠘に関する㐠用指針ࠖをỴ定した。



㸲 の௚ࡑ

(�) ᨻᗓ調達にಀるⱞ᝟ฎ⌮ไᗘ

㹟 ᪧ協定ୗのయไ

ᪧ協定では、内外↓ᕪู、内国Ẹᚅ㐝等の᪉針のୗ、✀ࠎのつ定が定めらࢀてい

たが、ⱞ᝟ฎ⌮については全くつ定ࢀࡉていなかった。

௚᪉、࢔クࣙࢩン㺃ࢢࣟࣉラ࣒実行推進ጤဨ఍でỴ定したྛ⮬主ⓗᥐ⨨では、ⱞ᝟

ฎ⌮యไにಀるつ定がタࡅらࢀており、こࢀらのつ定に基づきⱞ᝟ฎ⌮のᡭ⥆が実施

。ていたࢀࡉ

㹠 協定ୗのయไ㸦㈨ᩱϨ㸫㸴）

࢘ル࢔ࢢイラ࢘ンࢻ஺΅と୪行して行ࢀࢃた஺΅の⤖ᯝస成ࢀࡉた協定において

は、ᪧ協定にあった内外↓ᕪู、内国Ẹᚅ㐝等の᪉針に基づくつ定の௚、ⱞ᝟ฎ⌮

に関し、20➨ࠕ᮲ ⱞ᝟⏦立てのᡭ⥆ࠖが定めらࢀることとなった。

こࢀをཷࡅ、政府は政府調達にಀるⱞ᝟のฎ⌮యไを᪂たにᩚഛすることを平成�

年12月1᪥に閣㆟Ỵ定し、平成8年1月1᪥よりこのయไに基づくⱞ᝟のཷ௜を開始し

た。このため、࢔クࣙࢩン・ࢢࣟࣉラ࣒実行推進ጤဨ఍でỴ定していたྛ⮬主ⓗᥐ

⨨に基づくⱞ᝟ฎ⌮ᡭ⥆は᪂యไにᘬき⥅がࢀることとࢀࡉた。ࡑのᚋ、平成1�年1

月6᪥の中ኸ┬ᗇ෌⦅等を⤒て、⌧ᅾは、内閣府に関ಀ┬ᗇྛ事務ḟᐁでᵓ成ࢀࡉ、

ⱞ᝟ฎ⌮ᡭ⥆について定めるࠕ政府調達ⱞ᝟ฎ⌮推進఍㆟ࠖཬࡧᏛ㆑⤒㦂⪅等でᵓ

成ࢀࡉ、ⱞ᝟に対する᳨ウを行うࠕ政府調達ⱞ᝟᳨ウጤဨ఍ࠖが⨨かࢀている。

また、政府調達に関して適用ࢀࡉる⤒῭㐃ᦠ協定等の国㝿⣙᮰がࠕ政府調達に関

して適用ࢀࡉることとなる国㝿⣙᮰の指定についてࠖ㸦平成26年�月�᪥政府調達ⱞ

᝟ฎ⌮推進఍㆟㆟㛗Ỵ定）により指定ࢀࡉたため、協定ཬࡧᨵṇ協定に基づくⱞ᝟

に加࠼、᪂たに指定ࢀࡉた国㝿⣙᮰に基づくⱞ᝟のཷ௜を行っている。

こࢀまでに指定ࢀࡉた国㝿⣙᮰は௨ୗのとおり㸦平成29年6月1�᪥⌧ᅾ）。

�D� ᪥・ࢩン࣏࢞ール᪂᫬௦⤒῭㐃ᦠ協定

�E� ᪥・࣓࢟ࢥࢩ⤒῭㐃ᦠ協定

�F� ᪥・ࣜࢳ⤒῭㐃ᦠ協定

�G� ᪥・スイス⤒῭㐃ᦠ協定

�H� ᪥・࣌ルー⤒῭㐃ᦠ協定

�I� ᪥・࢜ースࢺラࣜ࢔⤒῭㐃ᦠ協定



㹡 政府調達ⱞ᝟ฎ⌮ไ度のᴫ要㸦㈨ᩱϨ㸫㸵）

政府調達ⱞ᝟ฎ⌮ᡭ⥆は、ࠕ政府調達に関するⱞ᝟のฎ⌮ᡭ⥆ࠖ㸦平成�年12月1�

᪥政府調達ⱞ᝟ฎ⌮推進఍㆟Ỵ定）ཬࠕࡧ政府調達に関するⱞ᝟ฎ⌮ᡭ⥆⣽則ࠖ

㸦平成11年1月11᪥政府調達ⱞ᝟ฎ⌮推進఍㆟Ỵ定）に基づいて行ࢀࢃる。

ලయⓗなⱞ᝟が⏦し立てらࢀたሙྜ、ᨵṇ協定、᪥本政府が⮬主ⓗに定めてきた

調達ᡭ⥆等に↷らし、ࠕ政府調達ⱞ᝟᳨ウጤဨ఍ࠖが、公平かつ独立した立ሙから

᳨ウを行い、ᨵṇ協定等に対する㐪཯が認めらࢀるሙྜは、ࠕ᪂たに調達ᡭ⥆きを

行う。ࠖ、ࠕ調達᮲件はኚࡎ࠼、෌度調達を行う。ࠖ等の᫝ṇ策のᥦ᱌を行う。

(2) 建設分野

の対象とはなっていなࣉࢵ࢔ラ࣒実行推進ጤဨ఍のフ࢛ࣟーࢢࣟࣉ・ンࣙࢩク࢔

いが、ᘓタศ㔝では、こࢀまで᫛࿴6�年�月に、外国企業の᪥本のᘓタᕷሙ࡬の⩦⇍

を┠ⓗとしたࠕ኱ᆺ公ඹ事業࡬の参ධ機఍等に関するᡃが国政府のᥐ⨨ࠖ㸦閣㆟஢

ゎ、いࡺࢃる㹋㹎㸿）が実施ࢀࡉ、平成�年�月にࠕ኱ᆺ公ඹ事業࡬の参ධ機఍等に

関するᡃが国政府の㏣加ⓗᥐ⨨ࠖ㸦閣㆟஢ゎ）によりࡑの対象事業のᣑ኱が行ࢀࢃ

た。平成6年1月には、基準㢠௨ୖのᕤ事について一般➇தධᮐをᑟධすることな࡝

を㦵Ꮚとしたࠕ公ඹ事業のධᮐ・ዎ⣙ᡭ⥆のᨵၿに関する行動計画ࠖ㸦閣㆟஢ゎ）

が策定ࡉ、ࢀࡉらに、平成8年6月には、当ࠕ行動計画ࠖのලయⓗな㐠用ᨵၿをᅗる

べくࠕ公ඹ事業のධᮐ・ዎ⣙ᡭ⥆のᨵၿに関する行動計画ࠖ㐠用指針㸦事務ḟᐁ等

఍㆟⏦ྜࡏ）が策定ࢀࡉた。

なお、関㐃する施策として、平成12年11月には、公ඹᕤ事のධᮐ・ዎ⣙の㏱᫂性

の確ಖや公ṇな➇தのಁ進をᅗるためࠕ公ඹᕤ事のධᮐཬࡧዎ⣙の適ṇ໬のಁ進に

関する法ᚊࠖがไ定ࢀࡉ、また、平成1�年�月には、公ඹᕤ事のရ㉁を確ಖするため、

。ているࢀࡉ公ඹᕤ事のရ㉁確ಖのಁ進に関する法ᚊࠖがไ定ࠕ

(3) 女性の活躍促進のためのワーク・ライフ・バランス等を推進する企業を公共調達

において幅広く評価する取組指針

女性の⫋業⏕活におࡅる活躍のಁ進に関する法ᚊ㸦平成2�年法ᚊ➨6�ྕ。௨ୗ

⿵ࡧた公ඹ調達ཬࡅ女性の活躍推進にྥࠕࡧ女性活躍推進法ࠖという。）➨20᮲ཬࠕ

ຓ㔠の活用に関する取組指針ࠖ㸦平成28年㸱月22᪥すべての女性が㍤く♫఍づくり本

㒊Ỵ定。௨ୗࠕ取組指針ࠖという。）に基づき、国の調達のうち、⥲ྜ評価ⴠᮐ᪉ᘧ

ཬࡧ企画➇த᪉ᘧによるものにおいて、女性活躍推進法㸦࠼るࡰし認定）、ḟୡ௦⫱

成ᨭ᥼対策推進法㸦平成1�年法ᚊ➨120ྕ）㸦くるࢇࡳ認定、ࣉラࢼࢳくるࢇࡳ認

定）、ᑡ年の㞠用のಁ進等に関する法ᚊ㸦᫛࿴��年法ᚊ➨98ྕ）㸦ࣘース࢚ール認



定）に基づく認定を取得した企業や女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策

定した中小企業をワーク・ライフ・バランス等推進企業として加点評価することとし

ている。

国の26機関すべてが、取組指針に基づく実施スケジュールを公表し、平成28年度に

取組を開始したところであり、うち、平成29年度に、ＷＴＯ対象事業を含め全面実施

する機関は、19機関となっている。

また、独立行政法人等については、平成29年度から原則全面実施することとし、

本取組の対象となる182機関すべてが実施スケジュールを公表している。

なお、ＷＴＯの政府調達に関する協定の適用対象となる事業に参加する外国企業

については、女性活躍推進法等に基づく認定の要件に相当する基準を満たしているこ

との確認をもって、ワーク・ライフ・バランス等推進企業に準じて取り扱うことがで

きるように、内閣府において平成28年10月から外国法人のワーク・ライフ・バランス

等認定等相当確認事務を開始している。




